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皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、
も

う
一
度
身
の
回
り
で
起
こ
る
災

害
に
つ
い
て
考
え
、
「
自
ら
の

生
命
は
自
ら
が
守
る
」
と
い
う

「
自
助
」
の
意
識
の
も
と
、
地

震
が
発
生
し
た
と
き
で
も
適
切

な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
、
防

災
行
動
力
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災

　
安
全
係
、
秋
川
消
防
署
（
☎

　
５
９
５
・
０
１
１
９
）

▽
対
象
　
市
内
に
あ
る
木
造
住

　
宅
で
、
新
耐
震
基
準
（
昭
和

　
56
年
６
月
１
日
）
施
行
前
に

　
建
築
し
た
、自
ら
が
所
有
し
、

　
居
住
し
て
い
る
住
宅

▽
助
成
金
額
　
耐
震
診
断
費
用

　
（
消
費
税
を
除
く
）
の
２
分

　
の
１
以
内
（
２
万
５
０
０
０

　
円
を
限
度
）

※
診
断
機
関
は
、
東
京
都
建
築

　
士
事
務
所
協
会
西
多
摩
支
部

　
に
属
し
て
い
る
か
、
東
京
都

　
木
造
住
宅
耐
震
診
断
講
習
終

　
了
者
で
事
務
所
な
ど
が
市
内

　
に
あ
る
者
で
す
。

　
震
災
時
に
お
け
る
人
的
被
害

を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
家
具
転
倒
防
止
器

具
な
ど
を
無
料
で
現
物
給
付
し

ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

　
お
住
ま
い
の
住
居
に
家
具
転

　
倒
防
止
器
具
な
ど
の
設
置
を

　
希
望
す
る
世
帯

▽
受
付
期
間
　
８
月
17
日
（月）
〜

　
９
月
18
日
（金）
　
午
前
９
時
〜

　
午
後
４
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
）

▽
受
付
場
所
　
市
役
所
１
階
コ

　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
、
五
日

　
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
（
受
付
場
所
に
パ
ン
フ
レ
ッ

　
ト
と
申
請
書
を
置
い
て
あ
り

　
ま
す
。
）

※
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
申
請
書
は
、

　
五
日
市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
、

　
中
央
公
民
館
に
も
置
い
て
あ

　
り
ま
す
。

▽
給
付
世
帯
数
　
約
４
６
０
世

　
帯
（
平
成
21
年
度
）

▽
申
請
方
法
　
　

　●

一
般
世
帯
向
け
（
給
付
の

　
み
）
…
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参

　
考
に
、
希
望
す
る
器
具
な
ど

　
を
定
め
ら
れ
た
ポ
イ
ン
ト
以

　
内
で
選
ん
で
、
申
請
し
て
く

　
だ
さ
い
。

　●

高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
の

　
世
帯
向
け
（
取
り
付
け
を
兼

　
ね
る
）
…
下
記
の
要
件
に
該

　
当
し
、
器
具
な
ど
の
給
付
に

　
併
せ
て
り
取
り
付
け
を
希
望

　
す
る
世
帯
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ

　
ト
を
参
考
に
、
希
望
す
る
器

　
具
な
ど
を
定
め
ら
れ
た
ポ
イ

　
ン
ト
以
内
で
選
ん
で
、
申
請

　
し
て
く
だ
さ
い
。

　●

次
の
②
〜
⑥
に
該
当
す
る
方

　
は
、
要
件
を
確
認
で
き
る
書

　
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊
要
件
（
他
の
家
族
の
方
も
含

　
め
て
、
明
ら
か
に
取
り
付
け

　
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
世

　
帯
）

①
満
65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世

　
帯

②
要
介
護
度
２
以
上
の
認
定
を

　
受
け
て
い
る
方
が
属
す
る
世

　
帯

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級

　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が

　
属
す
る
世
帯

④
愛
の
手
帳
１
、
２
度
の
交
付

　
を
受
け
て
い
る
方
が
属
す
る

　
世
帯

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て

　
い
る
方
が
属
す
る
世
帯

⑥
難
病
医
療
費
助
成
を
受
け
て

　
い
る
方
が
属
す
る
世
帯

▽
給
付
決
定
　
申
請
内
容
を
審

　
査
し
、
給
付
な
ど
の
可
否
を

　
通
知
し
ま
す
（
予
定
数
を
超

　
え
た
場
合
は
、
抽
選
）
。

▽
給
付
方
法
　
一
般
家
庭
向
け

　
に
は
、
市
指
定
業
者
が
器
具

　
な
ど
を
自
宅
に
届
け
ま
す
。

　
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
の

　
世
帯
向
け
に
は
、
取
り
付
け

　
も
行
い
ま
す
。

▽
そ
の
他

　●

賃
貸
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方

　
は
、
あ
ら
か
じ
め
家
主
や
住

　
宅
管
理
者
な
ど
の
承
諾
を
得

　
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
に
記

　
載
欄
が
あ
り
ま
す
）
。

　●

器
具
な
ど
を
取
り
付
け
る
と
、

　
家
具
な
ど
は
地
震
の
際
に
転

　
倒
し
に
く
く
な
り
ま
す
が
、

　
地
震
の
規
模
や
家
屋
の
状
況

　
に
よ
っ
て
は
効
果
が
得
ら
れ

　
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　●

こ
の
事
業
は
、
平
成
21
年
度

　
か
ら
23
年
度
ま
で
の
３
年
間

　
の
予
定
で
実
施
し
ま
す
が
、

　
給
付
は
、
１
世
帯
に
つ
き
１

　
回
限
り
と
し
ま
す
。

　●

器
具
な
ど
の
不
良
品
以
外
は

　
返
品
で
き
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災

　
安
全
係

　
市
で
は
、
こ
の
事
業
に
つ
い

て
特
定
の
業
者
へ
の
委
託
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
や

東
京
都
に
お
い
て
も
特
定
の
業

者
に
委
託
し
た
耐
震
診
断
、
耐

震
改
修
事
業
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
紛
ら
わ
し
い
業
者
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
指
導

　
係

　
東
京
都
は
、
区
市
町
村
や
関

係
団
体
と
連
携
し
、
防
災
週
間

に
合
わ
せ
て
、
夏
の
耐
震
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

▽
期
間
　
８
月
27
日
（木）
〜
９
月

　
13
日
（日）

▽
内
容

　●

木
造
住
宅
・
ビ
ル
マ
ン
シ
ョ

　
ン
耐
震
改
修
工
法
展
示
会
、

　
木
造
住
宅
耐
震
相
談
会

　●

耐
震
化
セ
ミ
ナ
ー
＆
個
別
相

　
談
会

　●

「
耐
震
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
ビ
ル

　
等
の
耐
震
化
最
前
線

※
各
イ
ベ
ン
ト
の
日
程
、
時
間

　
な
ど
は
、
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
問

　
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
東
京
都
都
市
整
備

　
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画

　
課
（
☎
03
・
５
３
８
８
・
３

　
３
６
２
、h

ttp
:/
/
w
w

　w
.to
s
h
is
e
ib
i.m
e
t

　r
o
.to
k
y
o
.jp
/

）

　
有
効
期
限
が
平
成
21
年
９
月

30
日
ま
で
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を

お
持
ち
の
方
は
、
９
月
中
に
更

新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
パ
ス
の
有
効
期
間
は
、

発
行
日
か
ら
平
成
22
年
９
月
30

日
ま
で
で
す
。

▽
更
新
方
法
　
現
在
、
シ
ル
バ

　
ー
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

　
東
京
バ
ス
協
会
か
ら
、
８
月

　
下
旬
ま
で
に
「
シ
ル
バ
ー
パ

　
ス
更
新
申
込
書
」
な
ど
が
自

　
宅
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
更
新

　
を
希
望
す
る
場
合
は
、
次
の

　
も
の
を
お
持
ち
の
上
、
更
新

　
窓
口
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者
区
分
と
費
用

①
平
成
21
年
度
住
民
税
が
課
税

　
で
、
平
成
20
年
の
合
計
所
得

　
金
額
が
１
２
５
万
円
を
超
え

　
て
い
る
方
…
２
万
５
１
０
円

②
平
成
21
年
度
住
民
税
が
非
課

　
税
の
方
…
１
０
０
０
円

③
昨
年
度
、
平
成
20
年
度
の
経

　
過
措
置
に
よ
り
、
１
０
０
０

　
円
で
パ
ス
の
発
行
を
受
け
て

　
い
る
方
か
、
平
成
21
年
度
の

　
住
民
税
は
課
税
で
あ
っ
て
も
、

　
平
成
20
年
の
合
計
所
得
金
額

　
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
…

　
１
０
０
０
円

▽
更
新
に
必
要
な
も
の
　
シ
ル

　
バ
ー
パ
ス
更
新
申
込
書
と
住

　
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
が
確

　
認
で
き
る
も
の
（
保
険
証
や

　
運
転
免
許
証
な
ど
）
、
現
在

　
使
用
中
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス

　
（
有
効
期
限
が
平
成
21
年
９

　
月
30
日
の
も
の
）

　●

②
の
方
…
申
込
書
な
ど
の
書

　
類
に
加
え
て
、
次
の
い
ず
れ

　
か
１
つ

＊
平
成
21
年
度
介
護
保
険
料
納

　
入
（
決
定
）
通
知
書
の
所
得

　
段
階
区
分
欄
が
１
〜
４
の
も

　
の

＊
平
成
21
年
度
住
民
税
非
課
税

　
証
明
書

＊
生
活
保
護
受
給
証
明
書
（
生

　
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
）

　●

③
の
方
…
申
込
書
な
ど
の
書

　
類
に
加
え
て
、
平
成
20
年
の

　
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万

　
円
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
認

　
で
き
る
書
類
の
う
ち
、
い
ず

　
れ
か
１
つ

＊
平
成
21
年
度
介
護
保
険
料
納

　
入
（
決
定
）
通
知
書
の
所
得

　
段
階
区
分
欄
が
５
の
も
の

＊
平
成
21
年
度
住
民
税
課
税
証

　
明
書

※
同
一
世
帯
以
外
の
方
の
証
明

　
を
取
る
場
合
に
は
、
委
任
状

　
が
必
要
で
す
。

▽
更
新
窓
口
・
日
時

　●

秋
川
地
区
…
市
役
所
１
階
コ

　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
　
９

　
月
８
日
（火）
・
９
日
（水）
・
10
日

　
（木）
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　●

五
日
市
地
区
…
五
日
市
出
張

　
所
２
階
展
示
室
　
９
月
17
日

　
（木）
・
18
日
（金）
　
午
前
10
時
〜

　
午
後
４
時

▽
問
合
せ

　●

東
京
バ
ス
協
会
・
シ
ル
バ
ー

　
パ
ス
専
用
（
☎
03
・
５
３
０

　
８
・
６
９
５
０
）

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　●

東
京
都
福
祉
保
健
局
在
宅
支

　
援
課
・
臨
時
案
内
（
☎
03
・

　
５
３
２
０
・
４
１
７
７
）

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
。

　
９
月
30
日
（水）
ま
で
開
設
。

▽
対
象
住
宅
　
昭
和
57
年
１
月

　
１
日
以
前
か
ら
あ
る
住
宅
で
、

　
平
成
18
年
１
月
１
日
か
ら
平

　
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
の
間

　
に
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く

　
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
さ

　
せ
る
た
め
、
一
定
の
改
修
工

　
事
を
行
っ
た
次
の
内
容
の
住

　
宅

　●

住
宅
部
分
の
割
合
が
当
該
家

　
屋
の
２
分
の
１
以
上

　●

耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
が

　
一
戸
あ
た
り
30
万
円
以
上

▽
減
額
期
間
な
ど
　
表
の
と
お

　
り

▽
申
告
手
続
き
な
ど

　●

固
定
資
産
税
（
住
宅
耐
震
改

　
修
）
減
額
申
告
書
　

　●

耐
震
基
準
を
満
た
す
こ
と
を

　
証
明
す
る
書
類

　●

耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を

　
証
明
す
る
書
類

　●

改
修
後
３
か
月
以
内
に
申
告

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産

　
税
係

家
具
転
倒
防
止
器
具
な
ど
を

　
　
　
　
無
料
で
給
付
し
ま
す

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

　
　
　
　
　
更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

【
耐
震
改
修
】

【
耐
震
診
断
】

紛
ら
わ
し
い
業
者
に
注
意

2
0
0
9
夏
の

耐
震
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
催

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅
へ
の

　
　
　
　
　
　
固
定
資
産
税
の
減
額

８
月
30
日

（日）
〜

　
　
　
　
９
月
５
日

（土）

〜
自
助
共
助
　
家
庭
で

　
　
職
場
で
　
話
し
合
い
〜

表　減額期間など

改修完了時期 減額期間

平成18年～21年

平成22年～24年

平成25年～27年

３年間

２年間

１年間

※減額対象床面積…1戸当たり120平方㍍相当分まで
※減額金額…当該住宅に係る固定資産税額の２分の1

▽
対
象
　
あ
き
る
野
市
耐
震
診

　
断
助
成
制
度
に
基
づ
き
耐
震

　
診
断
を
受
け
、
「
倒
壊
す
る

　
可
能
性
が
高
い
」
、
「
倒
壊

　
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
診

　
断
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、

　
耐
震
改
修
を
実
施
す
る
こ
と

　
に
よ
り
一
応
倒
壊
し
な
い
こ

　
と
が
判
断
で
き
る
住
宅

▽
助
成
金
額
　
耐
震
改
修
に
要

　
し
た
費
用
（
消
費
税
を
除

　
く
）
の
３
分
の
１
に
相
当
す

　
る
額
（
30
万
円
を
限
度
）

※
施
工
業
者
は
、
市
内
に
事
業

　
所
が
あ
り
、
建
設
業
の
建
築

　
工
事
業
許
可
を
得
て
い
る
か
、

　
東
京
都
地
域
住
宅
生
産
者
協

　
議
会
主
催
の
木
造
住
宅
耐
震

　
講
習
会
を
修
了
し
た
者
で
す
。

▽
そ
の
他
　
耐
震
診
断
、
耐
震

　
改
修
と
も
同
一
の
住
宅
に
対

　
し
て
１
回
限
り
で
、
予
算
の

　
範
囲
内
で
す
。


